


令 和 ８ 年 ３ 月 

防 衛 省 

 

 

令和７年防衛省と民間企業との間の人事交流に関する国会報告について 

 

１ 趣 旨 

国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成１１年法律第２２４号 

）第２４条第１項において防衛省の職員の人事交流について準用する同法第

２３条第２項の規定により、令和７年における防衛省と民間企業との間の人

事交流の状況を国会に報告するもの。 

 

２ 報告内容 

(1) 交流派遣（防衛省から民間企業に派遣）１件 

(2) 交流派遣（防衛省から民間企業に派遣後に職務に復帰）１件 

(3) 交流採用（民間企業から防衛省に採用）６件 

 

３ 報告日（閣議日） 

  令和８年３月２７日（金） 

  


